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(57)【要約】
【課題】　凝集性が高い粉体を安定して高速で気流搬送
することができる粉体の気流搬送装置を提供する。
【解決手段】　気流に浮遊させた状態で粉体を軸方向に
流通させる流路を有する管路１８と、この管路１８に粉
体を重力を利用して落下・供給する粉体供給路１９とを
有する気流搬送装置であって、粉体供給路１９は、同一
の横断面形状で管路１８まで軸方向に亘り連続する円筒
状の管路で構成するとともに、流路１８ｂは、粉体供給
路１９の径以上の幅を有して横断面が扁平な形状となる
ように構成した。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気流に浮遊させた状態で粉体を軸方向に流通させる流路を有する管路と、この管路に前
記粉体を重力を利用して落下・供給する粉体供給路とを有する気流搬送装置であって、
　前記粉体供給路は、同一の横断面形状で前記管路まで軸方向に亘り連続する円筒状の管
路で構成するとともに、
　前記流路は、前記粉体供給路の径以上の幅を有して横断面が扁平な形状となるように構
成したものであることを特徴とする粉体の気流搬送装置。
【請求項２】
　請求項１に記載する粉体の気流搬送装置において、
　前記粉体供給路の内部の粉体に振動を与えるよう前記粉体供給路の下部に加振手段をさ
らに設けたことを特徴とする粉体の気流搬送装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載する粉体の気流搬送装置において、
　前記管路は、小径の円筒内管と大径の円筒外管とを同心状に配設してなり、前記円筒内
管の外周面と前記円筒外管の内周面との間の空間に充填物を充填して前記空間に前記流路
を形成したことを特徴とする粉体の気流搬送装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３の何れか一つに記載する粉体の気流搬送装置は、前記管路の一端
がガス化炉の内部に臨み、前記粉体供給路を介して前記流路内に供給される燃料である前
記粉体を気流搬送して前記ガス化炉内に噴射する粉体バーナであることを特徴とする粉体
の気流搬送装置。
【請求項５】
　請求項４に記載する粉体の気流搬送装置を粉体バーナとして備えるとともにコーヒー滓
を含む凝集性が高いバイオマス燃料をガス化するガス化炉を有することを特徴とするガス
化設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は粉体の気流搬送装置及びこれを有するガス化設備に関し、特にガス化炉内に粉
体燃料を噴射する粉体バーナに適用して有用なものである。
【背景技術】
【０００２】
　木質系バイオマスや有機性廃棄物に対して適用可能な従来技術に係る炭化・ガス化方法
に関する技術としては、例えば木質系バイオマス又は都市ごみ等の有機性廃棄物を３００
℃乃至８００℃で炭化処理して得た炭化物と、水蒸気と、空気とを熱分解するガス化炉内
に投入し、水性ガス化反応により可燃性ガスを得る熱分解ガス化装置がある（特許文献１
参照）。
【０００３】
　上記特許文献１以外にもバイオマス燃料を原料とする多くのガス化設備が提案されてい
る（例えば特許文献２参照）。
【０００４】
　これらのガス化設備においては、バイオマス燃料を炭化機で炭化処理し、この結果得ら
れるタール分を多く含む熱分解ガスと固定酸素や灰分を主成分とした粉末状の炭化物とに
分離し、さらにこれらの熱分解ガス及び炭化物をガス化炉にそれぞれ供給して熱分解ガス
の改質を行うとともに炭化物のガス分解を行って可燃性ガスを得ている。
【０００５】
　この種のガス化設備は、ガス化炉内に粉体である炭化物を供給するための粉体バーナを
備えている。また、かかる粉体バーナの一種として、一端をガス化炉内に臨ませた管路を
流通する気流（通常は空気流）に上方から重力を利用して燃料である粉体炭化物を供給し
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、気流搬送により管路を流通させてガス化炉内に噴射するように構成したものがある。こ
の場合、粉体バーナは粉体の気流搬送装置の一種として機能させている。
【０００６】
　一方、増大し続ける都市ごみの処理問題等に有効に対処するため、都市ごみ等も含めた
雑多なバイオマス燃料を処理し得るガス化設備の研究が行われている。この種のガス化設
備は、雑多なバイオマス燃料を支障なく搬送することができ、バイオマス燃料の燃料種の
拡大を実現し得る設備とする必要がある。具体的には、従来の木質系のバイオマス燃料に
対しコーヒー滓等のワックス成分を多く含むバイオマスを燃料とするためにはその凝集性
に起因する問題を解決する必要がある。すなわち、コーヒー滓等をバイオマス燃料とする
場合には搬送の途中で凝集して管路等の閉塞を生起し易いので、これに対する対策を講じ
る必要がある。その有効な対策の一つとしてバイオマス燃料を炭化して得る粉体炭化物を
気流搬送する際の搬送気流の高速化がある。
【０００７】
　かかる高速化を実現し得る気流搬送装置としての粉体バーナの一例を図６に示す。同図
に示す粉体バーナ０１２は、重力落下（図中の矢印方向）により管路０１に炭化物を供給
する円筒管で構成した粉体供給路０２の形状は変えることなく、他の部分との接続等の利
便性の観点から管路０１の外径を変更することなく、管路０１を流通する気流の速度を高
速化するものである。そこで当該粉体バーナ０１２では大径の円筒外管０３に小径の円筒
内管０４を同心配置して従来の管路と同一外径の管路０１を形成するとともに、断面積が
小さい円筒内管０４の内部空間を流路０５としてその軸方向（Ａ方向）に空気流を流して
いる。このように流路０５の断面積を小さくすることにより供給空気量が同じ場合には断
面積に逆比例して空気流の流速を高速化することができるからである。
【０００８】
　一方、当該構造では円筒内管０４の内部空間を流路０５としたため、粉体供給路０２の
最下部にはテーパー部０６を形成して絞り部の最小幅と同幅の案内通路０７を円筒外管０
３と円筒内管０４との間に形成し、案内通路０７を介して粉体供給路０２からの炭化物を
流路０５に案内するようになっている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００４－３５８３７号公報
【特許文献２】特開２００５－２７２５３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、図６に示す粉体バーナ０１２においては、例え炭化物を粉体供給路０２
の横断面内に均等に分散させて落下させた場合でもテーパー部０６を介して絞られ、より
狭い横断面形状の案内通路０７を介して流路０５に供給されるので、凝集性が高い炭化物
の場合には特に、途中のテーパー部０６等に引っかかり供給に支障が出る虞がある。すな
わち、搬送気体流の高速化は実現されても炭化物の流路０５に対する円滑な供給という点
については難がある構造となってしまう。
【００１１】
　なお、本明細書で用いるバイオマス燃料とは、農林資源とその残漬物及び建築廃材等の
木質系バイオマス、畜産・水産資源とその残漬物及び食品廃棄物や汚泥等の廃棄物系バイ
オマス、並びにこれらの混合バイオマスを意味する。したがって、その中にはコーヒー滓
等、ワックス成分の多いバイオマスも含まれる。
【００１２】
　以上の説明は粉体バーナ０１２に関するものであるが、同様の問題は、重力を利用して
粉体供給路から気流が流通する管路に凝集性が高い粉体を供給してこの粉体を気流搬送す
る粉体の気流搬送装置において同様に発生する。
【００１３】
　本発明は、上記従来技術に鑑み、凝集性が高い粉体を安定して高速で気流搬送すること



(4) JP 2010-14367 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

ができる粉体の気流搬送装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成する本発明の第１の形態は、
　気流に浮遊させた状態で粉体を軸方向に流通させる流路を有する管路と、この管路に前
記粉体を重力を利用して落下・供給する粉体供給路とを有する気流搬送装置であって、
　前記粉体供給路は、同一の横断面形状で前記管路まで軸方向に亘り連続する円筒状の管
路で構成するとともに、
　前記流路は、前記粉体供給路の径以上の幅を有して横断面が扁平な形状となるように構
成したものであることを特徴とする粉体の気流搬送装置にある。
【００１５】
　本態様によれば、流路が前記粉体供給路の径以上の幅を有して横断面が扁平な形状とな
っているので、粉体供給路が円筒状の管路であっても粉体は粉体供給路を途中で絞ること
なくストレートに流路に供給することができる。また、流路を流れる気流の速度はその幅
と高さを調整することにより容易且つ任意に高速化することができる。
【００１６】
　この結果、粉体が凝集性の高いものであっても途中で閉塞等の不都合を生起することな
く、良好に所定の気流搬送を行うことができる。
【００１７】
　本発明の第２の態様は、
　第１の態様に記載する粉体の気流搬送装置において、
　前記粉体供給路の内部の粉体に振動を与えるよう前記粉体供給路の下部に加振手段をさ
らに設けたことを特徴とする粉体の気流搬送装置にある。
【００１８】
　本態様によれば、凝集性が高い粉体であっても一様に分散させることにより凝集を防止
して前記管路を流通する気流に一様に拡散させた状態で良好に乗せることができる。
【００１９】
　本発明の第３の態様は、
　第１の態様又は第２の態様に記載する粉体の気流搬送装置において、
　前記管路は、小径の円筒内管と大径の円筒外管とを同心状に配設してなり、前記円筒内
管の外周面と前記円筒外管の内周面との間の空間に充填物を充填して前記空間に前記流路
を形成したことを特徴とする粉体の気流搬送装置にある。
【００２０】
　本態様によれば、凝集性が高い粉体であっても重力で落下する粉体は最も円滑に管路を
流通する気流に乗せることができる。一方、粉体を気流搬送する気流の速度は、円筒外管
と円筒内管との間の空間の面積を調整することで容易に高速化を実現し得る。
【００２１】
　この結果、粉体が凝集性の高いものであっても途中で閉塞等の不都合を生起することな
く、良好に所定の気流搬送を行うことができる。
【００２２】
　さらに、管路の外径は従来と同様に形成することもできるので、この場合には互換性を
保ったまま、取替え作業等も容易に行うことができる。
【００２３】
　本発明の第４の態様は、
　第１乃至第３の態様の何れか一つに記載する粉体の気流搬送装置は、前記管路の一端が
ガス化炉の内部に臨み、前記粉体供給路を介して前記流路内に供給される燃料である前記
粉体を気流搬送して前記ガス化炉内に噴射する粉体バーナであることを特徴とする粉体の
気流搬送装置にある。
【００２４】
　本態様によれば、燃料が凝集性の高いものであっても粉体バーナからガス化炉内に粉体
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を一様に噴射して良好な可燃性ガスの生成に資することができる。
【００２５】
　本発明の第５の態様は、
　第４の態様に記載する粉体の気流搬送装置を粉体バーナとして備えるとともにコーヒー
滓を含む凝集性が高いバイオマス燃料をガス化するガス化炉を有することを特徴とするガ
ス化設備にある。
【００２６】
　本態様によれば、バイオマス燃料が凝集性の高いものであっても粉体バーナからガス化
炉内に粉体炭化物を一様に噴射して良好な可燃性ガスの生成に資することができる。すな
わち、凝集しやすいバイオマス燃料も含め、広い範囲のバイオマス燃料を用いて所望の可
燃性ガスを生成することができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、気流搬送の流速を容易に高速化し得るので、凝集性が高い粉体であっ
ても微粒子のまま搬送することができる。この結果、途中で搬送粉体の閉塞を生起する等
の問題を未然に防止して性状が異なる多種類の粉体の良好な気流搬送を実現し得る。
【００２８】
　かくして、凝集しやすいバイオマス燃料も含め、広い範囲から選択した任意のバイオマ
ス燃料を用いて所望の可燃性ガスを得るガス化炉等にも良好に適用し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下本発明の実施の形態を図面に基づき詳細に説明する。図１は本形態に係るバイオマ
ス燃料を用いたガス化設備を示すブロック図である。同図に示すように、炭化機１には原
料バンカー２に貯留されているバイオマス燃料が燃料中間ホッパ３を介して供給される。
この結果、炭化機１はバイオマス燃料を炭化処理して、このバイオマス燃料中の水分及び
揮発分を含んだ熱分解ガスと固定炭素や灰分を主成分とした炭化物とに分離する。具体的
には、バイオマス燃料を３００℃乃至５００℃に加熱し、外気から遮断された無酸素状態
の中で水分の蒸発と有機物の熱分解反応とにより炭化処理を行う。ここで、生成される熱
分解ガスはタール分を多く含むガスであるため、さらにガス化炉４に供給してタール分を
熱分解することにより高カロリーの可燃性ガスに改質している。
【００３０】
　粉砕機５は炭化機１における炭化処理の結果生成される炭化物を粉砕処理するものであ
る。すなわち、炭化機１から投入された炭化物をミクロンオーダーに粉砕して微粉状の炭
化物にする。粉砕機５で粉砕した微粉状の炭化物は気流搬送系６により搬送される。
【００３１】
　気流搬送系６は粉砕機５とともに途中にサイクロン７、バグフィルタ８及び循環ブロワ
９を管路で連通した循環系で構成している。すなわち、循環ブロワ９で発生する気流を粉
砕機５に供給することにより微粉状の炭化物を気流に乗せて搬送するとともに、サイクロ
ン７及びバグフィルタ８で所定粒径以上の炭化物を捕捉・回収し、循環ブロワ９により再
度粉砕機５に向けて気流搬送している。かくして所定粒径未満の炭化物がサイクロン７及
びバグフィルタ８から重力を利用してバーナ供給ホッパ１１に供給され、さらに粉体バー
ナ１２に供給されてこの粉体バーナ１２を介しガス化炉４内へ噴射される。すなわち、気
流搬送系６において、粉砕機５で微粉末に粉砕された炭化物は、垂直に立上がる立上配管
１０を含む搬送配管内を気流搬送され、サイクロン７及びバグフィルタ８を介してバーナ
供給ホッパ１１に貯留される。バーナ供給ホッパ１１に貯留された炭化物はその底部に配
設されたスクリューフィーダ（図示せず）により粉体バーナ１２の粉体供給路１９に供給
される。
【００３２】
　ガス化炉４は、二室二段の噴流床方式のガス化炉であり、炭化機１で生成され粉砕機５
で粉砕されたミクロンオーダーの炭化物を下段のガス化・燃焼部４ａで燃焼させて１５０
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０℃程度の高温ガスにして上段のガス改質部４ｂに送り出す。粉体バーナ１２より供給さ
れる炭化物はガス化・燃焼部４ａ内に噴射される。ガス改質部４ｂでは高温ガスと炭化機
１における炭化処理で発生する熱分解ガスとを接触させる。そして、シフト反応（具体的
には、ＣＯ＋Ｈ２Ｏ←→ＣＯ２＋Ｈ２）を主とした改質反応並びに熱分解ガス中のタール
の分解により一酸化炭素（ＣＯ）と水素（Ｈ２）とを主成分とした可燃性ガスを生成する
。なお、熱分解ガス中のタールを分解するために、ガス改質部４ｂに送り込まれて可燃性
ガスと接触した段階でガス改質部４ｂ内のガス温度は１１００℃以上であることが必要と
される。すなわち、ガス化炉４が良好なガス化性能を発揮するためには、ガス化・燃焼部
４ａに十分な熱量が投入される必要がある。かかる熱量は、ガス化・燃焼部４ａに空気（
又は空気と酸素との混合気体）を送り込むことによる燃焼反応により得ている。ここで、
本形態では、炭化機１からガス化炉４に熱分解ガスを供給するためのガス供給配管１３の
ガス化炉４側が分岐管１３ａと分岐管１３ｂとの二つに分岐し、熱分解ガスをガス化炉４
のガス化・燃焼部４ａ及びガス改質部４ｂの両方に供給可能な構成となっている。ガス化
炉４で生成された可燃性ガスはガス精製部（図示せず）でガス精製されて、発電設備（図
示せず）等に供給される。
【００３３】
　以上が本形態に係るガス化設備の概要であるが、本形態ではバイオマス燃料の燃料種を
拡大、特にワックス成分が多く凝集し易いコーヒー滓等を燃料とする場合でも燃料として
有効に利用し得るようにするため気流搬送装置の一種である粉体バーナ１２を特別に工夫
した。
【００３４】
　図２は本形態における粉体バーナ１２の部分を抽出して示す図で、（ａ）は縦断面図、
（ｂ）はＡ－Ａ´線断面図、（ｃ）はＢ－Ｂ´線断面図である。これらの図に示すように
、粉体バーナ１２は、管路１８と粉体供給路１９とを有するが、粉体供給路１９は、同一
の横断面形状で前記管路まで軸方向に亘り連続する円筒状の管路で構成してある。また、
管路１８はその流路１８ｂが粉体供給路１９の径と同一幅で、横断面が扁平な形状となる
ように構成してある。さらに詳言すると、管路１８は、小径の円筒内管１８ｃと大径の円
筒外管１８ｄとを同心状に配設してなり、円筒内管１８ｃの外周面と円筒外管１８ｄの内
周面との間の空間に充填物１８ｅを充填して前記空間に受入口１８ａの径と同一幅の軸方
向に伸びる空間である流路１８ｂを形成している。気流搬送用の空気は受入口１８ａより
もガス化炉４の反対側で円筒内管１８ｃと円筒外管１８ｄとの間の空間に供給するように
なっている。なお、円筒内管１８ｃの内部空間には断熱材１８ｆが充填されている。また
、管路１８の先端部はガス化炉４の断熱材４ｃを貫通してその内部に臨んでいる。
【００３５】
　このように、本形態によれば、粉体供給路１９の横断面の形状と粉体炭化物の受入口１
８ａとの形状が同一であるので、重力で落下する粉体炭化物は途中で引っかかることなく
最も円滑に管路１８を流通する空気流に乗せることができる。そして、途中に通路の狭窄
部を有することなく炭化物を空気流に一気に乗せることができるような条件の下で流路１
８ｂの幅を最小とすることで流路１８ｂを流通する空気流の速度の最速化を実現し得る。
管路１８に供給する空気量が同じ場合には流路１８ｂの断面積に比例して空気流の速度が
高速化するからである。空気流速度の高速化を図った場合、粉体である炭化物は一気にガ
ス化炉４内に供給されるため、凝集することなく粉砕時の微小な粒径を維持したままガス
化炉４内に一様に分散される。
【００３６】
　ここで、粉体供給路１９の下部に加振機２０を配設し（図２（ｂ）参照）、粉体供給路
１９に振動を与えるように構成するのが望ましい。この場合には加振により炭化物を一様
に分散させて管路１８に供給することができるからである。特に、図２（ｂ）に示すよう
に、他の部分との干渉等を考慮した設置スペースの制限等により粉体供給路１９が重力方
向に対して傾斜している場合には、その傾斜角が大きければ大きい程傾斜部分で炭化物の
凝集・閉塞を生起し易いが、かかる場合でも加振により良好に炭化物の凝集を防止して管
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路１８への供給を良好に行うことができる。したがって、かかる構成により凝集性が高い
粉体炭化物であっても一様に分散させることにより凝集を防止して管路１８を流通する気
流に良好に乗せることができる。また、本形態においては流路１８ｂの幅を受入口１８ａ
の径（粉体供給路１９の径）と同一に構成したがこれに限るものではない。流路１８ｂの
幅は、粉体供給路１９の径以上であれば任意に選定することができる。ただ、流路１８ｂ
の幅が粉体供給路１９の径と同一である場合に最高流速が得られ、幅が広がるにつれ、流
路１８ｂの高さが同じ場合には搬送気流の流速は比例して低下する。
【００３７】
　図３は図６の従来技術と比較した場合の本形態における粉体バーナ１２の部分の横断面
図である。図３に示すように、重力落下（図中の矢印方向）により受入口１８ａを介して
流路１８ｂに供給される粉体炭化物は、粉体供給路１９の途中で引っかかることなくスム
ーズにその軸方向（Ａ方向）の空気流に乗って搬送される。一方、流路１８ｂの断面積は
図６の流路０５と同一であるので、同様の高搬送速度が得られる。なお、図３中、図２と
同一番号には同一番号を付してある。
【００３８】
　図４は本形態に係る粉体バーナ１２と比較するため、本形態と同一径の二重管構造を有
する従来技術に係る当該部分を抽出して示す図で、（ａ）は縦断面図、（ｂ）はＣ－Ｃ´
線断面図である。これらの図に示すように、従来技術における粉体バーナ０１２も本形態
と同様の粉体供給路１９を有するが、管路０１８を構成する円筒内管０１８ｃと円筒外管
０１８ｄとの間の空間全てが炭化物を気流搬送する流路０１８ｂとして構成してある。し
たがって粉体供給路１９からの炭化物の受入口０１８ａは流路０１８ｂの幅（本例の場合
は流路０１８ｂの外周長）の数倍となっており、同一量の空気を流路０１８ｂに供給した
場合には流路０１８ｂの径方向の寸法が同じでも流路０１８ｂを流通する空気流の流速が
流路０１８ｂの断面積に逆比例して小さくなる。
【００３９】
　したがって、本形態における粉体バーナ１２は管路１８を構成する円筒内管１８ｃ及び
円筒外管１８ｄの径を従来と変更することなく流路１８ｂを流通する空気流の高速化を実
現し得たものということができる。この結果、他の管路等との接続条件は変更する必要が
ない。したがって、本形態における粉体バーナ１２は他の部品の使用の変更を要すること
なく従来との互換性を維持したまま気流搬送速度を所望の速度とすることができる。なお
、図４中、図２と同一部分には同一番号を付し重複する説明は省略する。
【００４０】
　上記実施の形態では、既存の部品等との関係を考慮して図２に示す構成としたが、原理
的には図５に示すような構成のものであれば気流搬送の際の気流速度を容易かつ任意に高
速化し得る。
【００４１】
　図５は、本発明の他の実施の形態に係る粉体バーナを概念的に示す説明図である。同図
に示すように当該粉体バーナ４２も管路４８と粉体供給路４９とを有する。ここで、管路
４８その流路４８ｂに粉体供給路４９を介して供給される炭化物を気流に浮遊させた状態
で軸方向に流通させるとともに一端部がガス化炉４内に臨んでいる。粉体供給路４９は、
バーナ供給ホッパ１１から管路４８に炭化物を重力を利用して落下・供給する円筒形状の
管路であり、同一の横断面形状で管路４８まで軸方向に亘り連続している。すなわち、粉
体供給路４９は同一径のまま管路４８の受入口４８ａにつながっている。ここで、粉体供
給路４９は、炭化物を受け入れる受入口４８ａの径が粉体供給路４９の径と同一になるよ
うに形成するとともに気流搬送のための流路４８ｂの幅が受入口４８ａの径と同一になる
ように構成してある。
【００４２】
　この結果、本形態でも粉体供給路４９の横断面の形状と粉体炭化物の受入口４８ａとの
形状が同一であるので、重力で落下する粉体炭化物は途中で引っかかることなく最も円滑
に管路４８を流通する空気流に乗せることができる。そして、途中に通路の狭窄部を有す
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ることなく炭化物を空気流に一気に乗せることができるような条件の下で流路４８ｂの幅
を最小とすることで流路４８ｂを流通する空気流の速度の最速化を実現し得る。ちなみに
流路４８ｂの幅が受入口４８ａの幅よりも大きければ粉体供給路４９からの炭化物の供給
はスムーズに行われるが、流路４８ｂの高さが同じ場合には流路４８ｂの断面積がその分
増加するので気流搬送の気流の流速を高速化する場合の障害となる。
【００４３】
　したがって本形態のおける粉体バーナ４２であっても空気流速の高速化を図って炭化物
を一気にガス化炉４内に供給することができる。この結果、凝集性の高い炭化物であって
も粉砕時の微小な粒径を維持したままガス化炉４内に一様に分散供給することができる。
【００４４】
　また、上記実施の形態において加振機２０は粉体供給路１９に配設するものとして説明
したが、これに限る必要はない。搬送中に炭化物の詰まりを生起する虞がある部分には適
宜配設しておいたほうが好ましい。ちなみに、バイオマス燃料としてコーヒー滓を使用し
た場合、その炭化物は凝集性が高く、安息角が大きいため（木質系のバイオマス燃料の４
５度に対し、コーヒー滓は６０度）、コーン角度６０度未満のバグフィルタ８やバーナ供
給ホッパ１１の内部でブリッジングやラットホールが多発し、またサイクロン７やバグフ
ィルタ８から粉体バーナ１２に至る配管（重力で搬送する配管）では、傾斜角度が６０度
未満のものは閉塞も生起する虞がある。そこで、これらの部分に加振機２０を設置するこ
とで炭化物による閉塞という問題に対処し得る。
【００４５】
　さらに、上記実施の形態はバイオマス燃料を使用するガス化設備として説明したが、勿
論これに限るものではない。同様に粉体を燃料とし、同様に粉体を気流搬送する必要があ
る例えば石炭ガス設備にも同様に適用できる。また、気流搬送装置として粉体バーナに限
定するものでもない。粉体を気流搬送する装置であれば制限なく適用し得る。適用した場
合には容易に搬送速度の高速化を実現し得る。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明は粉体の気流搬送を行う産業分野、すなわちガス化設備の有効利用を図る都市ご
みの処理等、石炭ガス発電等に関連する産業分野で利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の実施の形態に係るバイオマス燃料を用いたガス化設備を示すブロック図
である。
【図２】上記実施の形態における気体搬送装置の一種である粉体バーナの部分を抽出して
示す図で、（ａ）は縦断面図、（ｂ）はＡ－Ａ´線断面図、（ｃ）はＢ－Ｂ´線断面図で
ある。
【図３】図２に示す粉体バーナを図６との比較において示す横断面図である。
【図４】上記実施の形態における粉体バーナと比較するため、従来技術に係る当該部分を
抽出して示す図で、（ａ）は縦断面図、（ｂ）はＣ－Ｃ´線断面図である。
【図５】本発明の他の実施の形態に係る粉体バーナを概念的に示す説明図である。
【図６】従来技術に係る粉体バーナを示す横断面図である。
【符号の説明】
【００４８】
１　　　 　　　 炭化機
４              ガス化炉
５              粉砕機
６              気流搬送系
１１            バーナ供給ホッパ
１２            粉体バーナ
１４　　　　　　ガス精製部
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１８、４８　 　 管路
１８ａ、４８ａ　受入口
１８ｂ、４８ｂ　流路
１８ｃ        　円筒内管
１８ｄ　　　　  円筒外管
１９、４９　　　粉体供給路
２０          　加振機

【図１】 【図３】
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【図５】

【図６】
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【図２】
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【図４】
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